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晴 天 が 続 き 暑 さ が 次 第 に 強 ま っ て い く 季 節 を 迎 え 、 組 合 員 の 皆 様  

に は 益 々 ご 健 勝 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。 ま ず 始 め に 、 新 型 コ  

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 に 協 力 し て 頂 い て い る 中 で あ り  

ま す が 、 常 日 頃 か ら 石 垣 島 土 地 改 良 区 の 業 務 運 営 や 事 業 推 進 に 格 別  

の ご 支 援 、 ご 協 力 を 賜 り 心 か ら 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。 今 回 、 広 報  

石 垣 島 土 地 改 良 区 だ よ り の 発 刊 に あ た り 、 一 言 ご 挨 拶 申 し 上 げ ま す 。  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 受 け 、 経 済 活 動 の 停 滞 が 懸 念  

さ れ て お り ま す が 、 第 一 次 産 業 生 産 者 と し て 、 社 会 に 豊 か な 農 産 物  

を 提 供 す る の が 、 私 ど も の 責 務 だ と 思 っ て お り ま す 。 新 型 コ ロ ナ ウ  

イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 防 止 の 水 際 対 策 を 継 続 的 に 実 施 し 、 安 心 ・  

安 全 な 観 光 地 を Ｐ Ｒ す る こ と で 、 観 光 客 の 呼 び 戻 し を 図 り つ つ 、 収  

束 後 に 石 垣 島 の 経 済 活 動 が 活 性 化 し て い く 事 を 期 待 し て お り ま す 。  

さ て 、 平 成 ２ ６ 年 度 に 着 手 致 し ま し た 国 営 石 垣 島 土 地 改 良 事 業 が 本 格 的 に 推 進 さ れ て い る

所 で あ り ま す 。 国 営 事 業 に よ り 、 農 業 用 水 が 不 足 し て お り ま し た 石 垣 島 の 北 部 地 区 や 西 部 地

区 に 農 業 用 水 を 供 給 す る こ と が 可 能 と な っ て き ま す 。 農 業 用 水 を 利 用 す る こ と に よ り 、 サ ト

ウ キ ビ や 牧 草 等 の 増 収 や 品 質 の 向 上 、 ま た 付 加 価 値 の 高 い 作 物 の 導 入 等 、 農 業 経 営 の 安 定 化

が 図 ら れ る も の と 考 え て お り ま す 。 ま た 、 国 営 事 業 で 着 手 、 完 了 し ま し た 太 陽 光 発 電 施 設 が

令 和 ２ 年 ４ 月 か ら 稼 働 し て お り ま す 。 太 陽 光 で 発 電 し た 電 気 を 電 力 会 社 に 売 電 す る こ と に よ

り 、 当 土 地 改 良 区 の 維 持 管 理 費 低 減 に 繋 が る も の と 期 待 し て お り ま す 。  

 石 垣 島 土 地 改 良 区 は 、 役 職 員 一 同 全 力 を 尽 く し て 職 務 に あ た っ て 参 り ま す の で 、 組 合 員 の

皆 様 に は 地 域 総 代 、 役 員 を 通 じ て 貴 重 な 意 見 を 伝 え て 頂 き な が ら 、 当 土 地 改 良 区 の 運 営 に ご

理 解 と ご 協 力 を 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。 結 び に な り ま す が 、 組 合 員 皆 様 の ご 健 勝

と ご 活 躍 を 祈 念 申 し 上 げ ま し て 、 ご 挨 拶 と い た し ま す 。  
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 石垣島土地改良区の概要 

組合員数 ２，９０４ 名 

受益面積 ４，３３８ ｈａ 

総代役員 総代 40 名/理事 14 名/監事 3 名 

職 員 数 21 名(再任用、非常勤職員含む) 

石垣島土地改良区理事長 
中 山 義 隆 

 
底原ダムロゴマーク 

平成 18 年 10 月 14 日制定 

 
名蔵ダムロゴマーク 

平成 19 年 10 月 13 日制定 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 平 成 ３０ 年 度 決 算 

 一 般 会 計 

（単価：円）                                                                     （単価：円）  

収 入 の 部 支 出 の 部 

科  目 決  算  額 科  目 決  算  額 

１ ．組  合  費 ９６，７７７，４２７  １ ．事  務  費 ９８，７９４，０２５ 

 ２ ．財 産 収 入 ４６０  ２ ．監  事  費 １９２，０００ 

 ３ ．補   助   金 ７３６，４６２，２００  ３ ．事 務 所 費 ２，０５８，１８６ 

 ４ ．交   付   金 ５，４００，０００  ４ ．維 持 管 理 費  １３８，７４８，８８５ 

 ５ ．寄   付   金 ０  ５ ．団 体 営 土 地  
６５５，０９５，７００ 

 ６ ．雑   収   入 ９１，３１７，８８５     改 良 事 業 費  

 ７ ．借   入   金 ０  ６ ．財  産  費 １００，９４８，１４７ 

 ８ ．受   託   金 ８，６９５，０００  ７ ．借  入  金 ０ 

 ９ ．負   担   金 ６４８，８９６  ８ ．負  担  金 ２，５４９，９５０ 

１０．繰   入   金 ２３６，７７８，６８５  ９ ．諸     費 ５８１，６５４ 

１１．繰   越   金 ０ １０．諸 支 出 金 １７７，１１２，００６ 

   １１．予  備  費 ０ 

収  入  合  計 １，１７６，０８０，５５３ 支  出  合  計 １，１７６，０８０，５５３ 

 

 

組合費

8.23%
財産収入

0.00%

補助金

62.62.%

交付金

0.46%

寄付金

0.00%

雑収入

7.76%

借入金

0.00%

受託金

0.74%

負担金

0.06%

繰入金

20.13%

繰越金

0.00%
事務費

8.40%
監事費

0.02%

事務所費

0.18%

維持管理費

11.80%

団体営土地

改良事業費

55.70%

財産費

8.58%
借入金

0.00%

負担金

0.22%

諸 費

0.05%

諸支出金

15.06%

予備費

0.00%

 第第 11２２ 回回   通通 常常 総総 代代 会会 開開 催催   

石垣島土地改良区第１２回通常総代会が令和２年３月２６日石垣市健康福祉セ

ンター２階視聴覚室で開催されました。午後２時から中山義隆理事長の挨拶に続

いて沖縄総合事務局農林水産部田中晋太郎部長のご祝辞を賜り、盛山信範総代を

議長に選任し、次の議案が上程され、全議案が原案通り可決承認されました。 

議案第 １ 号・・・平成３０年度 事業報告の承認について 

議案第 ２ 号・・・平成３０年度一般会計･特別会計収支決算･財産目録の承認及び監査報告について 

議案第 ３ 号・・・令和元年度一般会計･特別会計収支補正予算の議決について 

議案第 ４ 号・・・定款の一部変更議決について 

議案第 ５ 号・・・規約の一部変更議決について 

議案第 ６ 号・・・規程の一部変更議決について 

議案第 ７ 号・・・規程の一部変更議決について 

議案第 ８ 号・・・規程の制定議決について 

議案第 ９ 号・・・令和２年度 事業計画について 

議案第１０号・・・いしがきじま地区 区営土地改良事業(農業用用排水施設)の施工について 

議案第１１号・・・令和２年度 経常賦課金、特別賦課金及び管理賦課金の徴収方法の議決について 

議案第１２号・・・令和２年度 一時借入金の最高限度額及び貯金の預入先金融機関の議決について 

議案第１３号・・・令和２年度 一般会計及び特別会計収支予算の議決について 

議案第１４号・・・役員選任について 
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令和 ２ 年度経常・特別・管理賦課金の賦課方法が下記の通りとなりました。 

１．経常賦課金 （改良区の経常的運営経費） 

基盤整備済み受益地に地積割に賦課する・・・（１㎡当たり１.０円、坪当たり３.３円） 

２．特別賦課金 （事業費の受益者負担に伴う公庫借入償還金） 

      基盤整備済み受益地に年度別公庫償還金を地積割に賦課する 

     （賦課金算出資料により賦課する。） 

３．管理賦課金 （土地改良事業に係る施設の維持管理費） 

      整備済み受益地に地積割地区・水使用量地区で下表の通り賦課徴収する。 

  

旧宮良川地区  普通畑 １㎡当たり４.９円 

水  田 １㎡当たり６.０円（但し底原ダム直接掛かりは１㎡当たり３.０円） 

 普通畑 基本料金１㎡当たり２.５円 （地積割） 

      水使用量１㎥当たり５.０円 （メーター検針） 

※メーター地区（新川、武那田、嘉手苅、野呂水、開南、三川(一部)、大座(一部)） 

旧名蔵川地区  普通畑 基本料金１㎡当たり２.５円 （地積割） 

             水使用量１㎥当たり５.０円 （メーター検針） 

             但しトウレ、北トウレ、浦田原の一部は１㎡当たり３.９円 

         水 田 １㎡当たり３.０円 （ブネラ、トウレ、浦田原、平地原） 

             １㎡当たり５.０円 （シーラ、崎枝、フーネ） 

旧大浦川地区  普通畑 １㎡当たり４.０円 （大浦川地区） 

             １㎡当たり０.５円 （おもと地区） 

             １㎡当たり３.９円 （屋良部地区） 

         普通畑 基本料金１㎡当たり２.５円 （地積割） 

             水使用量１㎥当たり５.０円 （メーター検針） 

            ※メーター地区（伊原間、栄、明石、久宇良） 

給 水 栓（Ⅲ型）   １㎥当たり５０円 

 

 令 和 ２ 年 度  賦 課 金 に つ い て 

 財 産 目 録 

 資  産 

                                      （単価：円）                                          （単価：円） 

摘  要 金  額 
 

摘  要 金  額 

１．流動資産 

  現金及び預金 

  未収入金 

 

 

 

 

２．特定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．固定資産 

 

一般会計 

未収賦課金（H26～H３０） 

（経常・特別・管理） 

その他未収金（S52～H25） 

（経常・特別・管理） 

小 計 

退職給与積立金 

出資金（土地改良基金） 

財政調整期金積立金 

国営施設地上権設定事業費 

公庫償還金積立金 

換地清算金償還積立金 

土地改良区合併推進 

円滑化基金 

新石垣空港建設転用決済金

機械器具車両 

備品事務所所在 

 

０ 

 

２７３，９４３，６８５ 

 

９３７，７０７，８４８ 

１，２１１，６５１，５３３ 

１４，６４９，５７８ 

２，１００，０００ 

３０，２２５，８３３ 

３５，６０８，３５０ 

１６，４２４，０９６ 

３５，１９４，２１９ 

 

３０１，０６２ 

１１９，６４３，１５９ 

４，２６９，０００ 

７，２１７，５７２ 

 

１．長期負債 

  借入金 

 （元金分） 

 （棚上分）利息 

  借入金 

 （元金分） 

 （棚上分）利息 

  借入金 

 （元金分） 

 （棚上分）利息 

 

 

 

２．短期負債 

  未払金 

  未払金 

  引当金 

 

沖縄振興開発金融公庫 

（宮良川） 

（宮良川） 

沖縄振興開発金融公庫 

（名蔵川） 

（名蔵川） 

沖縄振興開発金融公庫 

（大浦川） 

（大浦川） 

（元 金）残高 

（棚上分）利息 

長期負債合計 

 

換地清算交付金（宮良川） 

換地清算交付金（名蔵川） 

退職給与引当金 

短期負債合計 

 

 

０ 

９１５，１５５，８８４ 

 

０ 

２８，０９９，４７５ 

 

０ 

１１，９５９，３８３ 

０ 

９５５，２１４，７４２ 

９５５，２１４，７４２ 

 

４８，２１２，４８８ 

５０１，４６５ 

１４，６４９，５７８ 

６３，３６３，５３１ 

資 産 合 計 １，４７７，２８４，４０２ 
 

負 債 合 計 １，０１８，５７８，２７３ 

 

 負  債 

第 4号                            石垣島土地改良区                   令和 ２ 年７月発行（3） 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 平 成 ３０ 年 度  賦 課 金 徴 収 実 績 
当該年度賦課金賦課額 １５１，７００，０００円       未収賦課金賦課額   １７８，２８０，０００円 

 
当 該 年 度 

  
過 年 度 

徴 収 額 ９６，７７７，４２７円 
 

徴 収 額 ９０，７６７，９５４円 

徴 収 率 ６３，８％ 
 

徴 収 率 ５０，９％ 

年 度 合 計 １８７，５４５，３８１円（当該年度、過年度含） 

 
 滞滞滞   納納納   処処処   分分分   ののの   実実実   施施施   ににに   つつつ   いいい   ててて   

平成２０年４月に設立した石垣島土地改良区の合併条件理由の１つに、土地改良事業運営の円滑化を図るため

「賦課金徴収業務」の強化があげられており、長期滞納者等を筆頭に平成２１年度から沖縄県知事の認可により「滞

納処分」を実施しております。令和２年６月現在のこれまでの滞納処分実績は、累計で滞納者７９７件、納入金額

７億６千８百万円、滞納額５億６千６百万円です。受益者の賦課金が主な財源であることから、各種法令の規定に

基づき、戸別訪問や競売手続き等を実施し、滞納賦課金の解消を目標に適正かつ公平に業務を行っております。 
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●土地の所有者、耕作者の変更、または、組合員の交代及び住所変更があったときは、土地改良法第４３ 

条の規定により組合員から土地改良区に通知するよう義務付けされています。 

●公共用地に農地買収された場合や農地中間管理機構と賃貸借契約した場合、農地を農地以外に転用する 

場合も届出が必要です。 

●土地改良施設を他目的に使用する場合、土地改良区の許可を得て使用することになります。 

※届出用紙は土地改良区の事務所に用意しています。ご希望により郵送しますのでご連絡お願いします。 

 

土地改良区に関連する届出や農地

の件について、ご不明な点などござ

いましたら、お気軽に事務局までご

相談ください。 

 

 

令和 ２ 年 ７ 月 発行  No.４ 

発行所:石垣島土地改良区 

〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町 14番地 

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城 1892 番地 2 

TEL（0980）82-7980  FAX（0980）83-7378 

 
賦課金の納入通知書は毎年７月末に発送します。 

なお、徴収方法については下記のようになっています。 

○各銀行に口座引き落とし振替等を委託。 

○窓口で直接徴収、戸別訪問による徴収、法的処 

置を含めた徴収 

○その他理事会で定める方法による徴収。 

※便利な口座引き落としを推奨しております。 

納期限までの納入にご理解・ご協力をお願いします。 

   
工事(災害･補修)及びスプリンクラー故障等に関する

用件は下記に連絡ください。 

平 日 石垣島土地改良区 管理課 

事務所電話・・（０９８０）８３－７２１０ 

土日祝 委託業者：(有)昭電工業 ※ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ修理のみ 

事務所電話・・（０９８０）８２－７６９７ 

携帯番号・・・０８０－２７２６－０３６７ 

自動弁等の管理・除草にご理解・ご協力をお願いします。 

  

 
 

 
※売買や競売等で滞納されている土地を取得すると、土地改良法第４２条（権利義務の継承及び決済）に 

より新組合員が滞納賦課金を支払わなければなりません。事前に必ず土地改良区にご確認お願いします。 


